
［定款上の根拠：第４条第１項第２号、４号、６号、８号、９号、10号］
事業名等 趣旨・目的 内　　　　　　　容 主管団体等

（２）京都府民総合
体育大会事業

　 京都府民の誰もが様々な
形で集い、競技し、交流する
ことにより、府民の生涯にわ
たるｽﾎﾟｰﾂ活動の振興を図る
とともに、地域の活性化に資
する。

　 京都府民を対象に、市町村対抗競技会15競
技19種別・種目別交流大会２種目・種目別競技
会・ﾏｽﾀｰｽﾞ大会等を令和３年４月１日から令和
４年２月28日までの間に、それぞれの主管団体
が実施する。
　 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙは、令和３年10月31日
（日）亀岡運動公園と、京都府立山城総合運動
公園において開催する。

当該競技団体

市町村体育団体

京都府スポーツ協会
（普及委員会）

（３）全国ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚ
ｸﾘｴｰｼｮﾝ祭等派
遣事業

　 ｼﾆｱ世代のｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ活動への参加意欲を喚起
し、府民の生涯ｽﾎﾟｰﾂ活動の
振興に資する。

○全国ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭等への対応 京都府スポーツ協会
（総務委員会）

令和３年度公益財団法人京都府スポーツ協会事業計画

【公１】　ｽﾎﾟｰﾂ普及・活動促進事業

【１】ｽﾎﾟｰﾂ活動の
推進に関する事業
（１）国民体育大会
等派遣・選手選考
会事業

　 （公財）日本ｽﾎﾟｰﾂ協会が
国及び開催地の都道府県と
共同して開催する国民体育大
会への選手等の派遣及び選
手選考会の開催等を行うこと
により、広く国民の間にｽﾎﾟｰﾂ
を普及し、ｽﾎﾟｰﾂ精神を高揚
し国民の健康増進と体力の向
上を図り、併せて地方ｽﾎﾟｰﾂ
を振興する。

○第76回国民体育大会
　〈会期前開催〉
　 令和３年９月４日（土）～９月20日（月）
  〈本大会〉
　 令和３年９月25日（土）～10月５日（火）
　 開催地：三重県
○第77回国民体育大会冬季大会
　〈ｽｹｰﾄ〉
　 令和４年１月24日（月）～１月28日（金）
　 開催地：栃木県
　〈ｱｲｽﾎｯｹｰ〉
   令和４年１月26日（水）～１月30日（日）
　 開催地：栃木県
　〈ｽｷｰ〉
　 令和４年２月17日（木）～20日（日）
　 開催地：秋田県
上記大会に京都府選手団を派遣する。

京都府スポーツ協会
（競技力強化委員会）

○第76回国民体育大会近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
　 令和３年６月19日（土）～８月29日（日）
　 開催地：大阪府中心

○第77回冬季国民体育大会近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
 　〈ｱｲｽﾎｯｹｰ〉
　 令和３年12月４日(土)～12月12日(日)
　 開催地：大阪府高石市
上記大会に京都府選手団を派遣する。

京都府スポーツ協会
（競技力強化委員会）

○選手選考会
　 国民体育大会実施要項総則及び同競技別実
施要項の定めにより、令和３年４月１日から令和
４年１月31日までの間に当該競技団体が実施す
る。

当該競技団体

京都府スポーツ協会
（競技力強化委員会）

－1－



【２】ｽﾎﾟｰﾂ医・科
学に関する事業
（１）ｽﾎﾟｰﾂ医・科
学研究推進事業

　 府民ｽﾎﾟｰﾂ及び競技力向
上に係る医・科学的研究を推
進し、その成果を効果的に指
導者や選手に提供する。

○国体選手の医・科学ｻﾎﾟｰﾄに関する研究
◆ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会
◆ﾒﾃﾞｨｶﾙﾉｰﾄの作成
◆ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ相談施設あんないﾘｰﾌﾚｯﾄ作成
等

京都府スポーツ協会
（ｽﾎﾟｰﾂ科学委員会）

（２）ｽﾎﾟｰﾂ医・科
学相談事業

   高校生のﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄを中心
とした競技選手の競技力向上
を図るとともに、併せて府民
の健康増進に寄与する。

○京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ医・科学室におけ
る測定及び相談事業の実施
◆高校生競技力向上ｻﾎﾟｰﾄ事業
◆基礎体力測定
◆総合筋力測定
◆栄養相談
◆医事相談
令和３年７月、令和４年２月
（公財）日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の更
新研修として実施

京都府スポーツ協会
（ｽﾎﾟｰﾂ科学委員会）

【３】スポーツを通
した国際交流に関
する事業
（１）地域交流
（日韓・日中・日露
交流）

（公財）日本スポーツ協会が
実施する国際交流事業につ
いて、該当市町村体育団体と
連携して実施する。
平成14年に2002ワールドカッ
プ・サッカー大会の日韓共同
開催決定、平成19年に日中
両国政府により実施された
2007「日中文化・スポーツ交
流年」、平成28年に発表され
た「ロシアにおける日本年」と
いった韓国・中国・ロシアとの
友好関係を契機として、３カ国
とのスポーツによる交流を一
層促進するため、各国との地
域レベルにおけるスポーツ交
流を実施することにより、相互
理解と友好親善を深めるとと
もに各地域のスポーツ振興を
図ることを目的とする。

※調整中（京都市が申請中） 京都府スポーツ協会

当該市町村体育団体
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［定款上の根拠：第４条第１項第10号、11号、12号］
事業名等 趣旨・目的 内　　　　　　　容 主管団体等

　 地域のｽﾎﾟｰﾂ団体等にお
いて指導を行っている者等に
ついて（公財）日本スポーツ協
会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の資格
取得を通して、意欲の高揚、
知識の拡充、技術の向上な
ど、資質向上を図り、地域のｽ
ﾎﾟｰﾂ団体等の中心となる指
導者として養成する。

　 コーチ１：受講年の４月１日現在、満18歳以上
の者（一部の競技を除く）で１競技10名以上を対
象に、共通科目45時間（ＮＨＫ通信講座）・専門
科目20時間以上の講習会を令和３年４月１日か
ら令和４年１月21日までの間に競技別に各競技
団体に委託して実施する。
　（実施希望団体）
　バレーボール競技・空手道競技

　コーチ２：受講年の４月１日現在、満20歳以上
の者で１競技10名以上を対象に、共通科目135
時間（事前学習・集合講習･事後学習　※令和３
年度についてはオンラインで開催）・専門科目40
時間以上の講習会を令和３年４月１日から令和
４年１月21日までの間に競技別に各競技団体に
委託して実施する。
　（実施希望団体）
　水泳

京都府スポーツ協会
（指導者委員会）

当該競技団体

（２）京都府ｽﾎﾟｰﾂ
指導者研修事業

　（公財）日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認
ｽﾎﾟｰﾂ指導者について、資格
更新のための研修（有効期限
が切れる６ヶ月前まで）を通し
て、現場での指導活動に際し
て最新の知識・情報を提供す
る。

　 （公財）日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の
更新研修（有効期限が切れる６ケ月前まで）とし
て、合計200名程度を対象に、講演（講義）３時
間の研修会を令和３年７月と12月に本会が実施
する。

京都府スポーツ協会
（指導者委員会）

（３）ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈ
ｼﾞｬｰ養成講習会

　 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞなど
でﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを担当している人
や、これから担当予定の人等
について、（公財）日本ｽﾎﾟｰﾂ
協会公認ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰの
資格取得を通して、既存のｽ
ﾎﾟｰﾂ団体や総合型地域ｽﾎﾟｰ
ﾂｸﾗﾌﾞの普及・発展に貢献す
る指導者を育成する。

○受講の案内
　 府内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・ｽﾎﾟｰﾂ団体関係者等を対象
に受講講座の案内を行う。
○講習会の内容と資格取得
◆府内で開催されるｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ（またはコーチ
ングアシスタント）養成講習会（2日間実施）の案
内
◆近隣府県で開催されるｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ養成
講座（２日間）の案内
◆受講者は、講習を終了し（他に通信講座で共
通科目35時間受講が必要）、検定に合格した証
明を添えて日本スポーツ協会に申請すると、公
認ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰとしての資格が取得できる。

京都府スポーツ協会
（指導者委員会）

【２】生涯ｽﾎﾟｰﾂ指
導者の養成に関
する事業
（１）生涯ｽﾎﾟｰﾂ指
導者研修会

　 府内の生涯ｽﾎﾟｰﾂの推進
に必要な指導者の育成と資
質の向上を図るための研修
会等を府内の幅広い団体に
おいて実施し、本府における
生涯ｽﾎﾟｰﾂ社会の実現を目
指す。

対象者：生涯ｽﾎﾟｰﾂ指導者及び中学・高等学校
の指導者
研修内容：講演・実技・研究協議等４時間程度

京都府スポーツ協会
（指導者委員会）

（２）生涯ｽﾎﾟｰﾂ地
区別研修会

　 生涯ｽﾎﾟｰﾂの推進に必要
な指導者の育成と資質の向
上を図るための研修会を実施
し、本府における生涯ｽﾎﾟｰﾂ
社会の実現を目指す。

対象者：各地区（京都市、乙訓、山城、南丹、中
丹・丹後）体育・ｽﾎﾟｰﾂ指導者等
　
研修内容
①ｽﾎﾟｰﾂ振興に関する講演・講義等
②指導者相互の研究協議
　※①・②とも各２時間　計４時間

各地区体育・ｽﾎﾟｰﾂ
協会連絡協議会

【公２】　ｽﾎﾟｰﾂ指導者養成・生涯ｽﾎﾟｰﾂ推進事業

【１】競技別ｽﾎﾟｰﾂ
指導者の養成に
関する事業
（１）ｽﾎﾟｰﾂ指導者
養成事業
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［定款上の根拠：第４条第１項第４号、10号］
事業名等 趣旨・目的 内　　　　　　　容 主管団体等

（２）もっと元気な
京都パワーアップ
支援事業

   競技団体、市町村体育団
体が主体となり、ｽﾎﾟｰﾂを通し
て健康の増進、地域の活性
化、競技力向上・普及のため
のスポーツ教室等を支援する
ことを目的とする。

◆地域のｽﾎﾟｰﾂ実施率の向上を目指し、市町
村・市町村体育団体が中心となり実施する地域
住民参加型のｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄに助成する。
◆地域の医療機関と連携し、中・高齢者を対象
としたｽﾎﾟｰﾂ教室や健康寿命を延ばすためのｽ
ﾎﾟｰﾂイベント等に助成する。
◆「ワールドマスターズゲームズ2021関西」への
出場を目指した中高年向けのｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄに助
成する。
◆普及と競技力向上を目的としたｼﾞｭﾆｱの発掘
から、小・中・高校の一貫指導体制を実践する
活動に助成する。
◆行政機関、民間旅行会社等と連携し地域の
観光資源を活用したｽﾎﾟｰﾂ活動に助成する。
◆地域の特性を活かした健常者と障がい者のｽ
ﾎﾟｰﾂ交流教室やｲﾍﾞﾝﾄに助成する。

京都府スポーツ協会

【２】総合型地域ｽ
ﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ育成推
進事業

   総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞを育
成推進するために、本府の生
涯ｽﾎﾟｰﾂ社会の実現に向け、
京都府広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰと連
携しながら、府内の総合型地
域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成のため
京都府総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
ﾌﾞ連絡協議会の自立に向け
て支援する。

○総合型クラブ育成推進事業
◆既存クラブの育成・支援
◆創設クラブの指導・支援
◆指導者育成等
　
○広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ連携
◆情報提供の充実
◆各種団体との連携
◆京都府総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会の
自立に向けた支援

〇登録・認証制度に向けた準備
◆日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラ
ブ登録・認証制度の令和４年度からの運用開始
に向けた各種規程策定等準備

京都府スポーツ協会
（普及委員会）

（３）京都府民総合
体育大会ｵｰﾌﾟﾆﾝ
ｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援
事業

市町村体育団体が主体とな
り、競技団体や市町村等と連
携し、京都府民総合体育大会
オープニングフェスティバル開
催日の前後一週間に開催す
る地域住民参加型のスポーツ
教室などのイベント活動を支
援することを目的とする。

◆府民総体ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催日の前後
一週間に開催するｽﾎﾟｰﾂ教室などのｲベントに
助成する。

京都府スポーツ協会

【公３】　地域ｽﾎﾟｰﾂ推進・総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ等育成事業

【１】もっと元気な
京都のｽﾎﾟｰﾂ推進
事業
（１）　もっと元気な
ｸﾗﾌﾞ育成支援事
業

　既存の総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
ﾌﾞ、京都府総合型地域ｽﾎﾟｰﾂ
ｸﾗﾌﾞ連絡協議会や今後ｸﾗﾌﾞ
に発展する団体が市町村体
育団体等と協力・協働・連携
し、より地域を活性化していく
事を目的とする。

◆京都府総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会に
助成する。
◆ﾌﾞﾛｯｸ単位での交流会、ｲﾍﾞﾝﾄや研修会など
の協働事業に助成する。
◆市町村体育団体、競技団体、高校や大学と
総合型ｸﾗﾌﾞとの連携事業に助成する。
◆地域の特性を活かした総合型ｸﾗﾌﾞの新規事
業に助成する。
◆総合型ｸﾗﾌﾞへ発展するための教室、ｲﾍﾞﾝﾄ等
の活動に助成する。

京都府スポーツ協会
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［定款上の根拠：第４条第１項第７号］
事業名等 趣旨・目的 内　　　　　　　容 主管団体等

ウ ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾁｬｲﾙ
ﾄﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ普及促
進研修会

　幼児期からの団員の指導方
法を周知し、ｽﾎﾟｰﾂ少年団の
活動の充実を図る。

○ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ普及促進研修会の
開催

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

【公４】　京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団事業

【１】ｽﾎﾟｰﾂ少年団
の人材育成に関
する事業
（１）指導者育成
 ア ｽﾀｰﾄｺｰﾁ（ｽ
ﾎﾟｰﾂ少年団）養成
講習会

　 ｽﾀｰﾄｺｰﾁ（ｽﾎﾟｰﾂ少年団）
の資格取得を通して、資質向
上を図り、ｽﾎﾟｰﾂ少年団の中
心となって活躍できる指導者
を養成することで、ｽﾎﾟｰﾂ少
年団の活動の充実を図る。

○ｽﾀｰﾄｺｰﾁ（ｽﾎﾟｰﾂ少年団）の資格取得のため
の講習の実施
○資格取得者の活用

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団

市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団

イ 指導者協議会
研修支援

　 京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導
者協議会が実施する各種研
修事業を支援する。

○府ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者研修会の開催
○全国・近畿の研究大会等に派遣

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

【２】ｽﾎﾟｰﾂ少年団
活動の推進に関
する事業
（１）ｽﾎﾟｰﾂ少年団
交流事業

　 府内の団員・ﾘｰﾀﾞｰ・指導
者が相互の情報交換等を行
い、団員の交流活動の促進と
単位団活動の活性化を図る。

○野外活動、文化活動、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動
等２泊３日の研修を実施
○参加した団員は、「日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱ・
ﾘｰﾀﾞｰ」として認定

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団   

（２）各種目別交流
大会

　 日頃の活動の成果を発揮
し、技術向上を目指す。

○軟式野球、ｻｯｶｰ、剣道、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、少林寺
拳法、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾎｯｹｰ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾃﾆ
ｽ、空手道

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団
主管団体

（２）ﾘｰﾀﾞｰ育成
ア ｼﾞｭﾆｱ・ﾘｰﾀﾞｰｽ
ｸｰﾙ（ｼﾞｭﾆｱ・ﾘｰ
ﾀﾞｰ資格認定講習
会）

　 日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団による
ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰの資格取得を通
して、団員の模範となって活
動する団員となるｼﾞｭﾆｱ・ﾘｰ
ﾀﾞｰとして養成する。

○小学５年生以上中学生までの団員を対象に
20時間以上のｽﾎﾟｰﾂ講座を実施

○認定及び認定証の交付等
○資格取得者の活用

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団

市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団
イ ﾘｰﾀﾞｰ会活動支
援

　ﾘｰﾀﾞｰ交流大会等を支援
し、資質向上を図る。

○京都府ﾘｰﾀﾞｰ交流大会の実施
○全国・近畿の連絡会等への派遣

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

（５）近畿ｽﾎﾟｰﾂ少
年大会

　 近畿２府４県持ち回り開催
で、団員の交流活動、単位団
活動の活性化を図る。

○京都府開催の場合：京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団交
流大会を兼ねて開催
　
○他府県開催：参加者を募集

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

【３】市町村ｽﾎﾟｰﾂ
少年団活動の支
援に関する事業
（１）市町村ｽﾎﾟｰﾂ
少年団活動強化
事業

   市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団活動
の活性化と組織の充実、指導
者の資質向上を図る。

○市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団が実施する事業に対す
る助成
◆市町村内交流・交歓事業
◆市町村間交流・交歓事業
◆体力ﾃｽﾄ事業
◆指導者組織育成事業
◆母集団育成事業
◆ﾘｰﾀﾞｰ会育成事業
◆女子団員加入促進事業
◆ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業
◆その他活動を活性化する事業

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

（３）日独同時交流
事業

　 日独の少年団の指導者と
団員が互いに相手国を訪問
し、国際経験豊かなﾘｰﾀﾞｰを
育成する。

○ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれて各地でﾎｰﾑｽﾃｨし、ｽﾎﾟｰﾂ
交流や視察研修等のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを約２週間にわた
り実施する交流事業

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団
日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団

（４）各種大会派遣
事業

　 他の都道府県ｽﾎﾟｰﾂ少年
団との交流による府少年団の
活性化を図る。

○全国大会・近畿大会に参加する単位団の指
導者及び団員に対する支援

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

（２）団員拡充事業 　 ｽﾎﾟｰﾂ少年団未加入の児
童生徒に対して、ｽﾎﾟｰﾂ少年
団の啓発と加入促進を図る。

○市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団が実施する次の事業に
対する助成
◆未加入の児童生徒と団員の交流を図る事業
◆ｽﾎﾟｰﾂ少年団体験入団事業

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団
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［定款上の根拠：第４条第１項第１３号］
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【収１】　京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業

京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝ
ﾀｰ管理事業

   京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの会議
室・団体事務室の利用を促進
し、収益を本会の公益目的事
業に活用する。

○京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理業務

（２）表彰事業
ア 京都府スポーツ
協会表彰事業

   本会の発展及びｽﾎﾟｰﾂ振
興に顕著な功績があった者、
または団体を表彰する。

○本会及び本会加盟団体から推薦された功労
者及び優秀選手（個人・ﾁｰﾑ）を表彰し、また、
「京都ｽﾎﾟｰﾂ振興会基金」により、記念品を贈呈
する。

京都府スポーツ協会
（総務委員会）

イ 京都府ｽﾎﾟｰﾂ
少年団表彰事業

   ｽﾎﾟｰﾂ少年団活動の発展
に貢献し、その功績が顕著な
者、または規範となる団体等
を表彰する。

○本部委員会、専門部委員長等の推挙により
功労者、単位団等を表彰する。

京都府ｽﾎﾟｰﾂ少年団

【他１】　ｽﾎﾟｰﾂ関係者交流・表彰等事業

（１）交流事業    府内のｽﾎﾟｰﾂ関係者が一
堂に会し、本府ｽﾎﾟｰﾂ界の更
なる充実・発展を期する。

○関係者懇談会を本会が開催する。 京都府スポーツ協会
（総務委員会）

（３）その他    府内のｽﾎﾟｰﾂ関係者に対
する情報提供等

○京都府スポーツ協会時報発行
○本会ホームページを積極的に活用し、最新情
報の提供を行う。
○募金活動・賛助会員入会推進
○各種大会等協力支援

京都府スポーツ協会
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